
信

州

飯

田

文

永

寺

骨

堂

考

水

野

正

好

長
野
県
飯
田
市
下
久
堅
南
原
の
文
永
寺

に
は
、
重
要
文
化
財

「文
永
寺
石
室

・

五
輪
塔
」
が
所
在
す
る
。
こ
の
石
室

・
五
輪
塔
は

「間
口
五
尺

一
寸
、
奥
行
四
尺

九
寸
、
高
六
尺

ノ
石
室
内

二
、
高
四
尺
ノ
五
輪
塔
ヲ
安
置
セ
ル
者

ニ
シ
テ
、
石
室

屋
蓋

ノ
下
面

二
刻

マ
レ
タ
ル
銘
文

ニ
ヨ
レ
バ
、
弘
安
六
年
癸
未
十
二
月
二
十
九
日
、

神
敦
幸
ガ
南
都
石
工
菅
原
行
長
ヲ
シ
テ
作

ラ
シ
メ
タ
モ
ノ
デ
ア
ル
。
五
輪
塔

ハ
風

雨

二
暴
露
サ
レ
シ
コ
ト
ナ
キ
ヲ
以
テ
、
保
存
尤
モ
良
ク
、
形
態
完
好

ニ
シ
テ
年
代

モ
正
確
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
此
カ
カ
ル
石
室

ヲ
有
セ
ル
ハ
珍
ラ
シ
キ
例
デ
ア
ル
。
」

と
い
う
指
定
理
由

で
も

っ
て
、
昭
和
五
年
五
月
二
十
三
日
、
国
宝
と
な

っ
た
。
そ

の
後

の
文
化
財
保
護
法
の
制
定
に
際
し
て
は
重
要
文
化
財
と
し
て
引
き

つ
が
れ
今

日
に
至

っ
て
い
る
。
こ
の
文
永
寺
石
室
、
五
輪
塔
を
学
界
に
紹
介
し
た
の
は
天
沼

俊

一
博
士

で
あ
る
。
博
士
は
大
正
十
三
年
八
月
、
文
永
寺

で
金
剛
力
士
像
、
梵
鐘

の
優
れ
た
作

に
喜
び
、
石
室

・
五
輪
塔
を
実
測
、
併
せ
て
石
室
屋
蓋

に
刻
ま
れ
た

銘
文
を
手
拓
、
そ
の
研
究
成
果
を

『
歴
史
と
地
理
」
第

一
五
巻
第
二
号

に

「長
野

県
下
伊
那
郡
所
見
の
二
三
」
と
題
し
て
報
告
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
こ
の
石
塔
と

石
室
は
保
護
建
造
物

に
す
る
な
り
…
永
久
に
且

つ
安
全
に
保
護
の
実
を
挙
げ
る
日

の

一
日
も
早
か
ら
ん
こ
と
を
切
望
す
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
こ
の
博
士

の
意
を

う
け
て
の
国
宝
指
定

で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

以
後
、
雨
露

に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
あ
り
風
化
破
損
が
す
す
み
、
石
室
全

体
、
沈
下
傾
斜
を
生
ず
る
に
至

っ
た
。
昭
和
六

一
年
、
文
化
庁

・
長
野
県

・
飯
田

市

の
援
助
を
得
て
修
理
委
員
会
が
中
心
と
な
り
六
ケ
月
間
の
修
理

・
復
旧
工
事
を

実
施
、
往
時
の
姿
を
恢
復
す
る
に
至

っ
た
。
修
理

・
復
旧
工
事
の
過
程
で
、
石
室

下

の
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
、
埋
甕
施
設
の
存
在
が
新
し
く
知
見
に
加
わ
る
こ
と

に
な

っ
た
。
こ
う
し
た
修
理

・
調
査
の
成
果
は
、
昭
和
六
二
年
、
『重
要
文
化
財

・

文
永
寺
石
室

・
五
輪
塔
修
理
工
事
報
告
書
』
と
し
て
刊
行
を
見
た
。
平
成
八
年
五

月
、
飯
田
市
教
育
委
員
会
よ
り
本
報
告
書
の
恵
贈
を
得
、
こ
の

「文
永
寺
石
室

・

五
輪
塔
」
が
納
骨
を
目
的
と
す
る

「骨
堂
」

の
ま
た
と
な
い
重
要
な
、
ま
こ
と
に

古
い
完
好
な
例
で
あ
る
こ
と
を
知

っ
た
。
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地
下
調
査

の
結
果
、
石
室
直
下
に
、
径

一
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
○

・
七
メ
ー
ト
ル
、

平
底
か
と
推
定
さ
れ
る
直
壁
の
穴
が
掘
ら
れ
、
そ
の
内
部
に
礫

(径

一
〇
セ
ン
チ

前
後

・
厚
さ
ニ
セ
ン
チ
前
後
の
円
礫
)
を
敷
き
、
常
滑
焼
の
大
形
甕

(器
局
六
五

・

六
セ
ン
チ
、
底
部
径

一
五

・
四
セ
ン
チ
、

口
径
四
三

・
一
セ
ン
チ
、
頚
径
三
七

・

ニ
セ
ン
チ
、
最
大
径
六
九

・
七
セ
ン
チ
、
厚
さ

一
・
四
セ
ン
チ
～
○

・
八
セ
ン
チ
)

を
据
え
、
間
隙
に
同
様
な
円
礫
を

つ
め
て
こ
の
大
形
甕
を
固
定
す
る
施
設
を
見
出

し
た
。

こ
の
埋
甕
施
設
の
直
上
に
石
室
が
構
え
ら
れ
て
い
る
。
石
室
の
床
石
は
間

口
三

・
二
二
尺

(九
七

・
五
セ
ン
チ
)
奥
行
三

・
〇
五
尺

(九
二

・
五
セ
ン
チ
)
、

厚
さ
平
均
○

・
八
五
尺

(二
五

・
七
セ
ン
チ
)、
花
闘
岩
を

ノ
ミ
切

り
仕
上
げ
す

る
。
床
石
四
周
に
は
石
室
側
壁
材
を
受
け

る
台
石
が
そ
れ
ぞ
れ
各
面
左
側
突
き
付

け
の
形

で
配
置
さ
れ
て
い
る
。
因
み
に
台
石
は
四
石
と
も
幅
三
〇
セ
ン
チ
強
、
長

さ
は
東

・
西
台
石
は

一
・
三
メ
ー
ト
ル
弱
、
南
北
台
石
は

一
・
ニ
メ
ー
ト
ル
弱
を

測
る
材

で
あ
る
。

石
室
は
こ
の
台
石
上
に
組
ま
れ
る
。
正
面
を
開
放
し
、
両
側
面

・
背
面
の
三
面

と
も
平
滑
に
加
⊥
し
た
二
枚
の
花
商
岩
板
石
を
上
下
二
段
に
積
み
上
げ
る
形
で
軸

部
を

つ
く
る
。
下
段
は
台
石
に
空
積
み
し
、
西
面
後
端
の
壁
石
は
相
欠
き
に
欠
き

こ
む
。
北
面
壁
石
は
西
面
後
端
壁
石
相
欠
部
に
つ
き

つ
け
、
東
面
は
背
面
壁
石
東

端

に
突
き
付
け
る
よ
う
組
み
立
て
る
。
西
面

・
背
面
の
下
段
壁
石
は
高
さ
七
六

・

三
セ
ン
チ
、
東
面
は
五
七

・
五
セ
ン
チ
で
喰
い
違
う
。
上
段
壁
石
は
下
段
壁
石
の

上

に
空
積
み
す
る
。
西
面

・
東
面
後
端
部

は
突
き
付
け
と
し
、
下
段
壁
石
の
高
さ

に
段
違
い
が
生
じ
て
い
る
た
め
、
東
面
上
段
壁
石
の
後
端
下
端
を
相
欠
き
し
て
積

み
上

げ

て

い
る
。

上

段

壁

石

上

端

を

水

平

に
し
、

こ
れ

に
屋
根

石

を

の
せ

る
。

こ

う

し

て
出

来

上

っ
た

石

室

軸

部

は
、

軒

高

(台

石

上

端

か

ら
屋

根

石

下

端

ま

で
)

は

一
・
ニ

メ

ー
ト

ル
、

正

面

一

・
六

一
ニ

メ
ー

ト

ル
、

奥

行

一
・
四
八

メ
ー
ト

ル
、

室

内

正

面

一
・
○

〇

六

メ

ー

ト

ル
、

奥

行

一
・

一
九

七

メ
ー

ト

ル
を

測

り
、

室

内

面

積

は

一
・

一
六

〇

五

平

方

メ

ー

ト

ル
と

な

る
。

石

室

の
屋

根

は
前

(
南

)
、

後

(
北

)

二
石

、

前

石

は
正

面

一
・
七

五

メ

ー

ト

ル
、

奥

行

○

・
九

ニ

メ

ー

ト

ル
、

後

石

は
正

面

一
七

五

メ

ー

ト

ル
、

奥

行

○

・
九

一
メ

ー

ト

ル
、

両

石

合

せ

る
棟

下

で
の
厚

み

は

と

も

に

三

〇

・
三

セ

ン

チ
、

軒

端

は
厚

み
を

減

じ

二
四

・
ニ

セ

ン
チ
、

共

に
垂

直

に
軒

端

を

作

っ
て

い
る

。

こ

の
二
枚

の
屋

根

石

の

つ
き

合

せ
部

に
棟

石

を

据

え

て
い

る
。

棟

石

は
長

さ

は

屋
根

石

正

面

の
広

さ
と

同

じ

一

・
七

五

メ

ー

ト

ル
、

断

面

は
上

端

鏑

付

き
台

形
、

天
幅

三
六

・
四

セ

ン
チ
、

地

幅

四
〇

・
三

セ

ン

チ
、

両

端

木

口

は
垂

直

に

つ
く

る

。

屋
根

の
出

は
南

正

面

で

は

二

四

・
ニ

セ

ン
チ

と
大

き

く
、

北

背

面

で
は

一
〇

・
八

セ

ン
チ

と
小

さ
く

、

石

室

正

面

観

が

南

で
あ

る

こ
と
を

明

確

に
示

し

て

い
る
。

石

室

の
主

要

寸

法

を

記

せ
ば

、

軸

部

正

面

一

・

六

一
ニ

メ

ー

ト

ル
、

軸

部

側

面

一

・
四

八

メ

ー

ト

ル
、

軸

部

高

さ

一

∴

一
メ

ー

ト

ル
、

石

室

全

高

一
・
七

五

五

メ

ー

ト

ル

の
石

室

と

な

る
。

こ
の
石

室

内

に
花

商

岩

製

五
輪

塔

が
据

え

ら

れ

て

い

る
。

空

・
風

輪

は

一
石

作

り
、

下

端

に
太

柄

を

つ
く

り
出

す
。

空

輪

径

二
五

・
八

セ

ン
チ
、

高

さ

二
〇

・
六

セ

ン
チ
、

風

輪

径

二

八

・
八

セ

ン

チ
、

高

さ

一
二

・
七

セ

ン
チ
。
火
輪

は
幅

四
〇

・

九

セ

ン
チ
、

高

さ

二
六

・
七

セ

ン

チ
、

軒

付

の
厚

さ

一
〇

セ

ン
チ
、

垂

直

に
軒

を

つ
く

り
、

上

・
下

面

に
太

柄

穴

が

穿

た

れ

て
い

る
。

水

輪

は
径
三
九

・
四

セ

ン
チ
、
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高
さ
二
九

・
一
セ
ン
チ
、
上

・
下
に
太
柄
を
造
り
出
し
て
い
る
。
地
輪
は

一
辺
四

三
セ
ン
チ
、
高
さ
二
七

・
六

セ
ン
チ
、
上
面

に
水
輪
を
う
け
る
太
柄
穴
が
見
ら
れ

る
。
五
輪
の
全
高
は

一
・
一
六
七

メ
ー
ト
ル
を
測
る
が
、
石
室
内
高
が

一
・
二
〇

メ
ー
ト
ル
、
そ
の
差
三

・
三
セ
ン
チ
で
あ
る
。
五
輪
塔

の
各
輪
四
方
に
は
五
大
種

子
四
門
を
薬
研
彫
り
し
て
い
る
。
石
室
内
に
長
く
配
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り

痛
み
や
摩
耗
は
少
な
く
、
僅
か
に
空
輪
先
端
を
失
う
の
み
、
全
体
に
整
正
な
五
輪

塔

で
あ
る
。

修
理
事
業

の
結
果
、
従
前
知
ら
れ
て
い
た
石
室
と
五
輪
塔
に
加
え
、
石
室
直
下

に
常
滑
焼
大
甕
の
埋
置
施
設
が
新
ら
た
に
知
見
に
上
り
、
三
者
が
相
関
し
合
う
も

の
で
あ
る
こ
と
が
判
然
と
す
る
に
至

っ
た
。
そ
の
上
、
い
ま
二
点
、
石
室
を
め
ぐ

っ

て
も
新
事
実
が
登
場
す
る
。
天
沼
博
士
が

「周
囲
の
構
架
が
飴
り
簡
単
だ
か
ら
覆

屋
と
い
ふ
位
で
澤
山
だ
ら
う
が
、
其
實
は
立
派
な
石
室
で
あ
る
。
た
だ
正
面
に
扉

を

つ
け
た
形
跡
が
な
い
の
は
少
し
く
物
足
ら
ぬ
が
、
扉
は
必
ず
し
も
必
要
条
件
で

は
な
い
か
ら
無
く
と
も
差
支
は
な
い
の
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
の

修
理
で
は
石
室
正
面

(南
面
)
台
石
表
面
の
東

・
西
両
隅
と
中
央
、
屋
蓋
石
材
南

側
の
内
面
の
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
に
柄
穴
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
扉
を
吊
り
こ
む
た

め
の
軸
摺
穴
か
と
考
え
ら
れ
る
施
設
で
あ
り
、
木
製
、
も
し
く
は
石
製
扉
の
存
在

が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
柄
穴
の
穿
ち
方
が
雑
で
あ
り
、
当
初
か
ら
と

す
れ
ば
石
室
を
組
み
上
げ
た
後
の
細
工
で
あ
ろ
う
が
、
現
在
で
は
当
初
の
施
設
か

後
世
の
施
設
か
判
然
と
し
な
い
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
天
沼
博
士
が
扉
の
形
跡
な

し
と
明
言
さ
れ
た
こ
と
も
重
要

で
あ
る
が
、
台
石
の
存
在
自
体
が
扉
施
設
、
も
し
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く
は
閉
塞
施
設
の
要
あ

っ
て
の
こ
と
と
す
れ
ば
、
当
初
よ
り
扉
な
ど
を
付
設
し
た

と
す
る
見
解
は
肯
定
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

い
ま

一
点
、
修
理
事
業

で
発
見
し
た
重

要
な
施
設
が
あ
る
。
石
室
床
面
に
新
ら

た
に
見
出
さ
れ
た

一
孔
が
そ
れ
で
あ
る
。

天
沼
博
士
の
報
告
に
も
、
指
定
説
明
に

も
こ
の

一
孔
は
全
く
記
述
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
原
因
は
石
室
内
の
五
輪
塔
が
こ

の

一
孔
の
上
に
据
え
ら
れ
、
孔
が
五
輪
塔
下

に
隠
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
こ

の

一
孔
は
、
石
室
南
面

(正
面
)
台
石
か
ら
五
三
セ
ン
チ
程
入

っ
た
位
置
、
床
石

南
縁
か
ら
は
二
三
セ
ン
チ
程
入

っ
た
位
置

に
穿
た
れ
て
い
る
。
こ
の
孔
は
平
面
凸

字
に
浅
く
彫
ら
れ
、
下
半
は
円
孔
と
な

っ
て
厚
み
二
五
セ
ン
チ
の
床
石
を
貫
通
し

て
い
る
。
上
半
の
凸
字
形
の
ほ
り
こ
み
は
南
側

(凸
字
下
側
)
は
東
西

一
四

・
五

セ
ン
チ
、
南
北
八

・
五
セ
ン
チ
、
北
側
は
東
西

一
一
・
四
セ
ン
チ
、
南
北
四

・
五

セ
ン
チ
で
あ
り
、
恐
ら
く
法
量
の
異
る
二
枚
の
蓋
を
用
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。
因
み
に
南
側
の
ほ
り
こ
み
は
深
さ
三

・
六
セ
ン
チ
、

一
四

・
五
セ
ン

チ
×
八

・
五
セ
ン
チ
×
三

・
六
セ
ン
チ
の
南
側
蓋
石
を
は
ず
せ
ば
、
奥
の

=

・

四
セ
ン
チ
×
四

・
五
セ
ン
チ
×
三

・
六
セ

ン
チ
の
蓋
石
を
手
許

(南
側
)

へ
引
く

こ
と
が
可
能
と
な
り
、
径

一
一
・
五
セ
ン
チ
の
円
孔
の
全

て
が
姿
を
現
わ
す
設
計

と
な

っ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。

さ
ら
に
こ
の
蓋
石
施
設
と
石
室
内
の
五
輪
塔
の
据
え
ら
れ
た
本
来
の
位
置
が
密

接
に
関
わ
り
A口
っ
て
い
る
こ
と
が
修
理
工
事
中
、
確
め
ら
れ
た
。
修
理
前
、
五
輪

塔
は
台
石
南
縁
か
ら
石
室
内
後
壁
ま
で
の
ほ
ぼ
中
心
に
位
置
し
て
い
た
が
、
床
石

表
面
を
精
査
し
た
結
果
、
五
輪
塔
中
心
よ
り

一
三
セ
ン
チ
後
方
に
心
墨
が
縦
横
に

の
こ
さ
れ
、

こ
の
心
墨
に
対
応
す
る
地
輪

の
据
え
付
け
痕
跡
も
辿
れ
る
と
こ
ろ
か

ら
、
五
輪
塔
は
現
在
よ
り

一
三
セ
ン
チ
後
方

に
心
を
配
す
る
形
で
据
え
ら
れ
て
い

た
こ
と
、
そ
の
場
合
、
五
輪
塔
地
輪
前
面
は
納
入
孔
の
南
石
蓋
の
後
縁
に

一
致
す

る
こ
と
が
判
明
す
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。

石
室
、
五
輪
塔
、
埋
甕
が
相
互

に
密
接
に
関
連
し
合
う
形
で
設
計
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
こ
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
る
と
、
改
め
て
検
討
を
要
す
る
の
は
、
石
室

・
五

輪
塔
下
の
埋
甕
施
設
の
内
容
で
あ
る
。
常
滑
焼
大
甕

へ
は
本
来
は
五
輪
塔
前
面
、

石
室
床
面
を
貫
通
す
る
円
孔
か
ら
投
入
物
を
収
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
甕
は

器
高
六
五

・
六
セ
ン
チ
、
口
径
四
三

・
一
セ
ン
チ
、
底
径

一
五

・
四
セ
ン
チ
を
測

る
大
形
の
甕
で
あ
り
、
底
部
に
内
部
か
ら
外
部
に
広
が
る
径
○

・
九
セ
ン
チ
の
穿

孔
が
見
ら
れ
る
。
湿
気
、
水
分
を
抜
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
穿
孔
で
あ
ろ
う
。
甕

内
に
は
六
割
程
、
焼
骨
と
炭
粒
が
充
満
し
て
い
た
。
鉄
粕
小
壺
、
土
師
器
小
皿
、

小
玉
、
銭
貨
が
伴
出
し
て
い
る
。
恐
ら
く
季
節
ご
と
に
湛
水

・
乾
燥
を
く
り
返
し

た
よ
う
で
甕
内
の
有
機
物
は
残
存
し
え
な
い
環
境
で
あ

っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

常
滑
焼
大
甕
の
年
代
は
十
二
世
紀
前
半
の
製
品
、
石
室
の
年
代
は
屋
根
石
下
面

の

刻
銘
が
告
げ
る
弘
安
六

(
一
二
八
三
)
年
、
即
ち
十
三
世
紀
後
半

の
造
営
、
大
甕

内
の
鉄
粕
小
壺
は
十
五
世
紀
以
降
、
人
甕
中
の
銭
貨
で
最
も
新
し
い
朝
鮮
通
宝
の

鋳
造
年
次
は

一
四
二
三
年
、
流
通
年
代
は
十
五
世
紀
前
半
代
に
求
め
ら
れ
る
。
こ

う
し
た
事
実
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
文
永
寺
石
室

・
五
輪
塔
の
造
建
年
代
は
弘
安

六

(
一
二
八
三
)
年
、
そ
の
際
、
伝
世
し
て
来
た
十
二
世
紀
前
半
焼
成
さ
れ
た
常

滑
焼
大
甕
を
埋
置
、
以
後
、
石
室
内
五
輪
塔
前
面
に
穿
た
れ
た
石
蓋
下
の
納
入
孔
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を
通
じ
て
十
五
世
紀
前
半
ご
ろ
ま
で
次
々
と
火
葬
骨
や
種
々
の
葬
祭
関
係

の
遺
品

が
投
入
さ
れ
て
い
く
と
い
う
流
れ
が
浮
か
び
上

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

本
修
理
報
告
書
は
、
丁
寧
に
読
む
と
中
世
の
鼓
動
を
ダ
イ
ナ
ミ

ッ
ク
に
伝
え
る

す
ば
ら
し
い
書
で
あ
る
。
弘
安
六
年
、
こ
の
文
永
寺
に
造
建
さ
れ
た
石
室
は
、
単

な
る
五
輪
塔
を
保
護
す
る
覆
屋
的
性
格
で
は
な
く
、
石
室
下
の
埋
納
施
設
大
甕
に

長
期
間
、
火
葬
骨
や
葬
祭
具
を
納
入
す
る
た
め
の
施
設

で
あ
り
、
死
者

の
霊
を
ま

も
り
、
ま

つ
る
五
輪
塔
を
石
室
内
に
据
え
、
死
者
の
た
び
ご
と
に
供
養
す
る
場
を

提
供
す
る
極
め
て
重
要
な
施
設
で
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。
本
来
な
ら
ば
文
永
寺
石

室

・
五
輪
塔
は
、
「文
永
寺
石
造
骨
堂
」
と
称
す
べ
き
施
設
な
の
で
あ
る
。

文
永
寺
石
室

・
五
輪
塔
の
性
格
を
窺
う
上

で
最
も
重
要
な
役
割
を
果
す
の
は
石

室
屋
蓋
南
石
の
ド
面
に
刻
ま
れ
た
銘
文
で
あ
る
。
雄
渾
な
文
字
で
、
右
か
ら

上
段

「弘
安
六
年
/
癸
未
十
二
/
月
二
十
九
日
/
神
敦
幸
造
/
南
都
石
工
/
菅

原
行
長
」

下
段

「左
衛
門
尉
/
神
敦
幸
/
生
年
六

/
十
二
歳
」

と
彫
る
。
上
段
の
文
字
は
大
き
く
幅
広
く
堂
々
た
る
力
あ
る
彫
字
で
あ
る
の
に
対

し
、
下
段
の
文
字
は
小
さ
く
幅
も
狭
い
が
、
同
様
に
力
あ
る
彫
字
で
あ
り
、
共
通

す
る
神
敦
幸
、
年
、
六
、
十
二
の
文
字
は
同
筆
と
見
て
よ
い
。
若
干
の
時
間
を
お

い
て
し
た
た
め
た
彫
字
で
あ
ろ
う
。
文
意

は
弘
安
六
年
十
二
月
二
十
九
日
、
神
敦

幸
が
願
主
と
な
り
、
南
都
石
工
菅
原
行
長
の
手

で
石
室
を
建
立
し
た
こ
と
、
左
衛

門
尉
神
敦
幸
が
生
年
六
十
二
歳
で
死
去
し
た
次
第
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
弘

安
六
年
十
二
月
二
十
九
日
が
神
敦
幸
死
去
の
命
日
を
表
す
の
か
、
石
室
造
建
の
日

を
示
す
の
か
は
こ
の
刻
銘
か
ら
は
読
み
と
れ
な
い
。

文
永
寺
は
年
号
寺
院
の

一
で
あ
る
。
『
伊
那
神
社
佛
閣
記
』

で
は

「人
皇
八
十

九
代
亀
山
院
為
勅
願
所
、
文
永
元
甲
子
年
開
基
也
」
と
見
え
、
寺
蔵
の

『文
永
寺

略
縁
起
』
に
よ
れ
ば
、
伊
奈
伴
野
庄
知
久
郷
の
地
頭
で
あ
り
、
神
ノ
峯
城
主
で
あ
っ

た
知
久
信
貞
を
檀
那
と
し
隆
毫
阿
閣
梨
を
迎
え
て
開
山
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

本
寺
開
山
第

一
世
和
尚
は
隆
毫
阿
閣
梨
。
最
勝
院
の
他
に
、
西
祥
坊
、
西
岸
坊
、

南
密
坊
な
ど
十
二
坊
を
造
建
、
寺
観
を
整
え
る

一
方

で
、
亀
山
天
皇
の
勅
命
で
天

皇
の
宝
詐
延
長

・
国
家
安
寧
を
祈
願
す
る
た
め
年
々
上
洛
、
醍
醐
寺
理
性
院
大
僧

正
の
参
内
随
身
と
し
て
紫
震
殿
の
祈
祷

に
も
勤
仕
す
る
要
僧

で
あ

っ
た
。

第
二
世
住
職
は
法
印
定
成
。
永
仁
五
年
、
隆
毫
阿
闇
梨

の
後
を
嗣
ぐ
。
源
家
野

邊
四
郎
従
四
位
河
内
守
為
次

の
三
男
、
知
久
左
衛
門
五
郎
信
貞

の
舎
弟
、
左
衛
門

尉
神
敦
幸
は
こ
の
定
成
法
印
と
同
腹
舎
兄
に
当
る
。
神
敦
幸
は
生
来
病
弱
、
依

っ

て
役
務
な
く
文
永
寺
鎮
守
社

の
脇

に
別
殿
を

つ
く
り
、
従
士
二
人
と
共

に
住
み
、

弘
安
六
年
十
二
月
二
十
八
日
死
去
、
文
永
寺
に
あ
る
こ
と
十
三
年
間
に
及
ぶ
と
記

さ
れ
て
い
る
。

文
永
寺
の
創
建
、
神
敦
幸
の
実
蹟
に
つ
い
て
は

『知
久
家
系
』
に
は
左
掲
の
と

お
り
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
ほ
ぼ
そ
の
時
代
を
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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信
貞

聚

雛
五
郎

實
右
衛
門
尉
信
隆
第
三
子
敦敏

養
取
為
子
始
城
干
伊
那
郡
知
久
郷
命
神
峰
城
移居此建長正嘉年中毎正月二日慮将軍家之招行射禮於鎌倉造営八幡大神祠於伊那郡箕輪荘小河内文永甲子年創立文永寺知久之荘南原文永七庚午残法名文永寺殿

四
郎
左
衛
門

又
左
衛門

尉

又揮

正
左
衛門ー敦圭

入
道
行
性

法
名
法
全永仁元年建普賢堂於

諏
訪
大
神
祠地

開基

知
久
澤山

日
輪
寺
於
箕
輪
荘
小
河内-定成文永寺第二世従二位灌大僧都

信
濃
介

伊
豆
守

左
衛
門
尉

敦
信

入
道
行
将

法
名
興
阿
輝
定
門

造
立
五
層
塔
及
梵
鐘
於
諏
訪
大
神
之
祠
地
永
仁
二
年
起
工
延
慶
元
年
竣
工
開
基

法
全
寺
於
南
山
荘

幸
い
な
こ
と
に
こ
の

「知
久
家
系
」
に
よ

っ
て
、
文
永
元

(
一
二
六
四
)
年
、
文

永
寺
が
神
敦
幸
の
父
知
久
信
貞
を
檀
那
と
し
て
創
建
さ
れ
て
以
来
、

一
九
年
後
、

子
、
敦
幸
は
文
永
寺
近
く
に
十
三
年
間
、
病
身
を
養

い
弘
安
六
年
十
二
月
二
十
八

日
死
去
し
た
経
緯
が
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。
石
室
屋
根

の
下
面
に
見
ら
れ
る

「
弘
安
六
癸
未
年
十
二
月
二
十
九
日
」
は
死
の
翌
日
で
あ
る
。
寺
蔵

の

『
文
永
寺

由
来
誌
』

に
も

「
(神
敦
幸
)
生
得
多
病
故
無
役
務
、
神
峯
下
屋
敷

二
閑
居
仕
玉

ヒ
、
後
當
文
永
寺

二
来
リ
玉
ヒ
テ
鎮
守
社

ノ
脇

二
別
殿
造
営

シ
テ
御
領

ハ
神
峯

ヲ

賜
リ
…
弘
安
六
年
過
、
十
三
年
ヲ
歴
テ
五
十
六
歳

ニ
テ
卒

シ
玉

フ
、
十
二
月
廿
八

日
ハ
命
日
也
、
南
都

ヨ
リ
石
工
ヲ
呼
ビ
石
塔

ヲ
造
立
所
愛

二
葬

ル
…
改
名
寛
請
院

大
陽
元
相
居
士
…
」
と
あ
り
、
神
敦
幸
の
石
塔

(五
輪
塔

・
石
室
)
造
立
の
経
緯

が
微
か
に
辿
れ
る
。
石
室

の
刻
銘
と
は

一
日
異
り
、
年
令
も
七
歳
相
違
す
る
が
、

記
録
の
性
格
か
ら
す
れ
ば

一
日
の
違

い
は
死
去
後
の
石
室
記
文
刻
日
、
も
し
く
は

石
室

・
五
輪
塔
建
立
日
の
可
能
性
が
あ
り
、
享
年
は
石
室
刻
銘
の
六
十
二
歳
が
同

時
代
資
料
だ
け
に
正
鵠
を
得

て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

「南
都
石
工

ヲ
呼

ビ
」
の
石
工
は
石
室
刻
銘

の
南
都
石
工
菅
原
行
長
を
指
す
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。

南
都
石
工
菅
原
行
長
の
名

で
想
起
さ
れ
る

一
事
は
行
長
の
名
で
あ
る
。
治
承
四

(
一
一
八
〇
)
年
、
東
大
寺
焼
亡
後
、
鎌
倉
時
代
の
再
興
に
当

っ
て
は
宋
人
石
工

の
渡
来
が
あ
り
、
そ
の
中
に
サ
行
末
が
あ

っ
た
。
そ
の
系
統
の

一
派
は
、
伊
の
ほ

か
に
、
猪
、
毅
、
井
、
井
野
氏
を
称
し
、
行
末
、
行
吉
、
末
行
、
行
恒
、
行
経
、

行
長
、
行
氏
と
始
祖
行
末
の
二
字
を
受
け
継
ぎ
名
と
す
る
慣
習
を
も

っ
て
い
る
。

文
永
寺
石
室
に
見
え
る
菅
原
行
長
も
菅
原
を
氏
称
す
る
も
の
の
行

・
長
の
二
字
を

用
い
て
名
と
す
る
点
の
サ
氏
に
出
自
す
る
可
能
性
は
極
あ
て
高
い
。
サ
氏
の
以
外

の
橘

・
刑
部

・
大
蔵

・
平

・
藤
井

・
清
原
氏
を
称
す
る
石
工
で
は
、
サ
氏
多
用
の

行

・
末
字
名
を
も

っ
て
宛

て
る
の
は
僅
か
明
石
市
住
吉
神
社
文
和
四

(
;

五

五
)
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年
銘
燈
籠
を
製
作
し
た
藤
原
行
長
あ
る
の
み
、
こ
の
行
長
に
し
て
も
同
時
代
、
サ

氏

一
派

の
井
行
長

(薩
摩
権
守
行
長
と
も

い
う
)
が
活
躍
し
て
お
り
、
時

に
彼
が

藤
原
姓
を
冠
姓
し
た
ケ
ー
ス
ー
同

一
人
と

み
な
し
う
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
う
る
で
あ

ろ
う
。
文
永
寺
石
室
銘
に
見
え
る
菅
原
行
長
は
、
井
行
長
よ
り
遙
か
に
古

い
石
工

で
あ
る
。
菅
原
行
長
が
サ
行
末
の
子
行
吉

や
、
後
を
追
い
多
く
の
作
品
を
残
す
猪

末
行
と
同
時
代
に
生
き
た
石
工
で
あ
る
こ
と
を
想
え
ば
、
彼
ら
と
同
様
、
本
来
、

ヂ
氏
に
属
し
、
時

に
居
地
南
都
菅
原
の
地
を
冠
姓
し
て
菅
原
行
長
と
称
し
た
ケ
ー

ス
も
ま
た
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
南
都
石
工
が
地
方

の
招
請

で
遠

隔
地
に
出
、
作
品
を
製
作
す
る
事
例
は
大
和

・
摂
津

・
紀
伊

・
備
中
国
に
作
品
が

分
布
す
る

「
井
野
行
恒
」
を
挙
げ
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。
知
久
氏

-
神
敦
幸

の
招

請

で
伊
奈
谷
飯
田
文
永
寺
に
赴
く
南
都
石

工
、
サ
氏
系
譜

の
菅
原
行
長
の
事
例
も

そ
の

一
例

に
他
な
ら
な
い
。
卓
越
し
た
五
輪
塔
、
類
例
を
見
な
い
石
室
、
花
南
岩

の
巧
み
な
琢
彫
、
雄
渾
な
刻
字
を
見
る
か
ぎ
り
、
伊
氏

の
系
譜
を
ひ
く
著
名
な
南

都
石
工
と
し
て
彼
が
招
請
さ
れ
て
い
る
可
能
性
は
極
め
て
大
き
い
の
で
あ
る
。

菅
原
の
地

に
は
南
都
焼
打
後
の
復
興
事
業
の
中
枢
、
俊
乗
坊
重
源
な
ど
ゆ
か
り

の
西
大
寺

・
喜
光
寺
が
所
在
す
る
。
行
長
も
こ
の
菅
原

の
地

に
あ

っ
て
、
西
大
寺
、

喜
光
寺
に
属
し

つ
つ
南
都
諸
寺
復
興
の

一
画
を
荷

っ
た
有
名
な
石
工
で
は
な
か

っ

た
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
文
永
寺
石
室

・
五
輪
塔

の
背
景
に
あ
る

「骨
堂
」

の
思
想
は
大
和

で
醸
成
さ
れ
各
地
に
拡
る
が
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
中
核
、
拡
散

の
中
核
は
西
大
寺

に
あ

っ
た
可
能
性
が

つ
よ
い
。
興
正
菩
薩

・
忍
性
菩
薩
の
活
躍

分
野
に
葬
送

・
墓
地
結
界
な
ど

「死
」
に
係
る
関
与
が
強
く
漂
う
だ
け
に
菅
原
行

長
の
文
永
寺
で
の
骨
堂
造
作
も
西
大
寺
な
り
喜
光
寺
を
背
景
と
す
る

一
連
の
動
き

で
あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
西
大
寺
を
中
心
と
す
る

「骨
堂
」
納
骨
慣
行
を
文
永

寺
な
り
神
氏
に
も
た
ら
す
、
そ
う
し
た
役
割
の

一
端
を
行
長
が
演
じ
た
場
面
も
想

定
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。

南
都
石
工
菅
原
行
長
を
招
き
石
室

・
五
輪
塔

(骨
堂
)
を
造
立
し
た
背
景
を
探

る
と
、
神
敦
幸
の
父
、
知
久
信
貞
は
知
久
郷
神
峰
城
主
で
あ
り
、
建
長

・
正
嘉
年

湘
.一翻
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中
、
毎
年
正
月
二
日
、
将
軍
家
射
禮
儀

に
招
か
れ
鎌
倉
に
出
る
な
ど
、
鎌
倉
で
華

ひ
ら
く
文
物
慣
行
を
機
敏
に
摂
取
し
う
る
位
置
に
あ
り
、
地
許
で
は
箕
輪
荘
小
河

内
に
八
幡
大
神
祠
、
知
久
荘
南
原
に
文
永
寺
を
創
建
す
る
な
ど
神
仏

へ
の
帰
依
は

深
い
。
そ
の
血
を
承
け
た
敦
幸
は
諏
訪
氏

の

一
、
神
氏
を
称
す
る
が
、
神
峰
城
の

名
も
諏
訪
社
の
建
御
名
方
命
に
由
来
す
る
よ
う
に
諏
訪
大
神
祠
と
の
繋
り
は
深
い
。

そ
れ
だ
け
に
敦
幸
は
諏
訪
大
神
祠

の
地

に
普
賢
堂
を
建
立
、

一
方
、
知
久
澤
山
日

輪
寺
を
箕
輪
荘
小
河
内
に
開
基
し
て
い
る
。
父
と
合
せ
て
社

・
寺
が
小
河
内
に
並

創
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
敦
幸

の
後
嗣
、
敦
信
も
諏
訪
大
神
祠
の
地
に
五
層
塔
を
建

立
、
梵
鐘
を
寄
進
、
南
山
荘

に
法
全
寺
を
開
基
し
て
い
る
。
文
永
寺
と
文
永
寺
石

室
、
五
輪
塔
ゆ
か
り
の
知
久

(神
)
氏
の
三
代
の
動
き
を
見
る
と
諏
訪
大
神
、
八

幡
大
神

へ
の
傾
斜
と
佛
寺

へ
の
深
い
信
仰
が
鮮
明
と
な
る
。
鎌
倉
幕
府
の
も
と
に

あ
り
、
安
定
し
た
世
情

の
中

で
社
寺
を
続

々
創
立
、
加
飾
す
る
流
れ
の
強
ま
る
中

で
、
南
都
北
嶺

の
技
術
者

-
石
工

・
仏
師

・
鋳
物
師
は
京
洛
で
名
声
を
得
る

一
方
、

地
方

へ
も
出

て
そ
の
発
注
文
物

の
製
作
に
あ
た
る
風
潮
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

亀
山
天
皇
即
位
後
、
弘
長
年
間
全
国
に
大
疫
流
行
、
大
疫
退
散
の
倫
旨
を
受
け

た
知
久
信
貞
は
弘
長
二
年
よ
り
三
年
間
を
要
し
て
文
永
元
年
、
文
永
寺
を
建
立
、

醍
醐
寺
理
性
僧
正

の
弟
子
隆
毫
阿
闇
梨
を
迎
え
る
。
十

一
面
千
手
観
音
、
大
元
明

王
を
中
心

に
隆
毫
阿
闇
梨
は
領
民
、
帰
依
者
の
疫
病
を
退
散
、
以
降
も
顕
著
な
活

動

で
彩
ら
れ
る
。
隆
毫
阿
閣
梨
、
信
貞
の
上
洛
も
再
三
、
そ
う
し
た
動
き
の
中

で

信
州
飯
田
の
地
、
知
久
の
地

に
京
洛
南
都

の
文
化
が
移
植
さ
れ
、
地
許
の
文
化
と

混
然

一
体
と
な

っ
て
独
自
の
文
化
が
華
ひ
ら
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
神
敦
幸

は
信
貞

の
子
だ
け
に
、
こ
う
し
た
文
化

・
宗
教

・
政
治

・
技
芸

の
交
流
を

つ
ぶ
さ

に
見
、
体
感
す
る
こ
と
が
出
来
る
位
置
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
文
永
寺

の
梵
鐘
、

金
剛
力
士
像
な
ど
鎌
倉
時
代
の
優
品
が
伝
え
ら
れ
、
五
種
護
摩
私
記
や

『除
災
教

令
記
」

・

『修
法
次
第
断
巻
』
な
ど
多
く
の
儀
軌
書
が
本
寺

に
伝
わ
る
様
子
を
見

る
と
本
寺

の
当
時

の
環
境
、
集
中
す
る
京
洛
南
都
の
情
報
の
往
来
が
如
実

に
浮
か

び
L
る
の
で
あ
る
。

父
、
知
久
信
貞
の
造
寺
造
仏
、
社
祠
勧
請
、
醍
醐
寺
よ
り
迎
え
た
隆
毫
阿
闇
梨

の
活
躍
と
盛
名
、
再
三
の
上
洛
を
垣
間
見

つ
つ
育

っ
た
神
敦
幸
は
病
身

の
人
生
に

あ

っ
て
も
社
寺
を
創
立
し
、
死
期
を
悟
る
と
南
都
石
工
菅
原
行
長
を
招
き
、

「骨

堂
」
を
自
か
ら
の
住
居
近
く
、
文
永
寺
の

一
画
に
造
立
を
計
画
す
る
の
で
あ
る
。

骨
堂
は
他

に
類
例
の
な
い
石
室
と
し
、
供
養
塔
は
五
輪
塔
が
選
ば
れ
る
。
骨
堂
建

立

の
趣
旨
、
石
室
や
五
輪
塔
の
形
態
、
規
矩
は
菅
原
行
長
が
提
案
し
敦
幸

の
見
解

を
加
え
て
製
作
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
先
ず
適
地
を
得
て
浄
地
結
界
を
施
し
、
大

穴
が
掘
穿
さ
れ
偏
平
な
浄
石
を
選
び
坑
底
に
敷
き
大
甕
を
据
え
て
周
囲
に
浄
礫
を

つ
め
、

こ
の
大
甕
上
に
納
入
孔
を
も

つ
石
室

(石
堂
)
床
石
を
配
置
、
四
辺
に
台

石
を
並
べ
て
側
壁
を
積
む
。
納
入
孔
の
奥
に
寄
せ
て
、
菅
原
行
長
の
渾
身

の
技
で

完
成
し
た
五
輪
塔
を
据
え
、
直
前
に
年
次
、
願
主
、
石
工
、
享
年
を
刻
ん
だ
石
蓋

を
架
け
、
前
面
に
扉
を
と
り
つ
け
て

一
連
の

「
骨
堂
」
工
事
は
終
了
、
供
養

の
祭

儀
が
執
行
さ
れ
る
と
い
う
流
れ
が
辿
れ
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

一
方
弘
安
六

年
十
二
月
二
十
八
日
死
去
し
た
願
主
神
敦
幸
は
火
葬
さ
れ
、
拾
骨
の
後
、
そ
の
遺

骨
は
五
輪
塔
前
面
の
納
入
孔
の
石
蓋
を
開
け
、
石
室
下
の
大
甕
内
に
投
入
さ
れ
る
。
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荘
厳
な
納
骨
儀
礼
が
石
室

・
五
輪
塔
前

で
展
開
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
以
後
、
石
室

(骨
堂
)
の
扉

は
死
者
を
迎
え
る
た
び
に
開
か
れ
、
納

入
孔
石
蓋
を
は
ず
し
て
は
次
々
と
死
骨
は
大
甕

に
納
め
ら
れ
、
大
甕
の
容
量
の
六

割
に
ま
で
そ
の
量
は
達
し
て
い
た
と
い
う
。

い
ま
、
文
永
寺
骨
堂
に
納
骨
さ
れ
た

最
初
の
人
物
が
、
本
骨
堂
造
営
の
檀
那
、
神
敦
幸

で
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
る
が
、

後
続
す
る
人
達
が
如
何
な
る
人
物

で
あ
る
か
は
、
記
録
を
欠
く
。
恐
ら
く
、
神
家

累
代
の
人
々
の
骨
堂
と
は
推
察
さ
れ
る
が
、
文
永
寺
ゆ
か
り
の
人
々
、

一
般
衆
庶

を
含
む
の
か
が
問
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三

 

文
永
寺
石
室

・
五
輪
塔
が
骨
堂
と
性
格

づ
け
ら
れ
る
こ
と
、
日
本

に
現
存
す
る

骨
堂
中
、
古
く
、
最
も
完
好
な
骨
堂
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
成
立
経
緯
な
ど
が
極
め

て
具
体
的
に
理
解

で
き
る
こ
と
な
ど
が
以
上

の
記
述

で
明
確
と
な

っ
た
。

こ
う
し

た
文
永
寺
骨
堂
と
の
関
係

で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
早
く
伊
藤
久
嗣
氏
が

『
帝
塚
山

考
古
学
』

一
号
に
紹
介
し
た
大
和
霊
山
寺
近
く
の
大
神
家
骨
堂

で
あ
る
。

大
神
家
骨
堂
は
い
ま
堂
を
失
う
が
土
壇

は
残
存
、
土
壇
上
面
規
模
は
東
西
三

・

八
メ
ー
ト
ル
、
南
北
三

・
八
五
メ
ー
ト
ル
、
高

一
メ
ー
ト
ル
、
下
面
で
は
東
西
五

・

八
メ
ー
ト
ル
、
南
北
五

・
四
メ
ー
ト
ル
を
測
る
。
土
壇

の
ほ
ぼ
中
央
に
二
段
積
台

石
を
置
き
、
上
に
蓮
弁
浮
き
彫
り
台
座
を
据
え
た
上

に
石
造
五
輪
塔
を
据
え
て
い

る
。
五
輪
塔
は
総
高

一
・
六
ニ
メ
ー
ト
ル
、
水
輪

に
北
し
て
火
輪
が
や
や
小
形
、

空
輪
頂
部
が
尖
鋭
な
点
は
中
世
末
期

の
特
色
を
見
せ
て
い
る
。
塔
身
四
面
に
は
薬

研
彫
で
五
大
種
子
を
四
門
に
配
列
、
地
輪
南

・
西
二
面
に
銘
文
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

西
面
に
は

「永
禄
七
年
甲
子
/
林
観

・
林
學
/
ア
ン
學
泉
敬
白
/
道
西

・
妙
徳
/

三
月
十
五
日
」、
南
面
に
は

「
延
舜
口
口
」
と
あ
り
、
造
塔
の
経
緯
が
読
み
と
れ

る
。
林
観

・
林
学

・
道
西

・
妙
徳
の
四
人
を
供
養
す
る
た
め
に
永
禄
七
年
三
月
十

五
日
、
学
泉
が
造
塔
し
た
事
情
が
判
明
す
る
。
実
は
こ
の
十
壇
上
に
は
五
輪
塔
を

覆
う
堂
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。
昭
和
三
四
年
の
伊
勢
湾
台
風
で
破
壊
、
解
体
さ
れ

今
日
そ
の
姿
は
な
い
。
当
主
大
神
源
太
郎
氏
撮
影
の
写
真
に
よ
れ
ば
桁
行
南
北
の

桟
瓦
葺
切
妻
造
、
西
側
に
二
本
の
方
立
に
と
り

つ
く
観
音
開
き
の
格
子
扉
が
あ
り
、

他
の
三
面
は
板
壁
、
天
井
は
化
粧
屋
根
裏
で
床
は
土
間
。
現
存
す
る
柱
石
は
西
側

一
列
、
他
は
二
列
、
外
側
の
柱
石
は
創
建
当
初
の
配
列
で
約
二

・
四
メ
ー
ト
ル
四

方
を
測
る
。
五
輪
塔
の
東
側
が
若
干
広
く
葬
祭
具
搬
入
の
空
間
か
と
想
像
さ
れ
て

い
る
。
基
壇
の
下
に
は
蔵
骨
用
の
広
口
大
甕

(
口
径
四
二

・
六
セ
ン
チ
)
を

一
点

正
し
く
据
え
て
い
る
が
五
輪
塔
の
重
圧
で
破
砕
し
て
い
る
。
内
部
か
ら
火
葬
骨
片
、

灯
明
皿
七
点
、
木
製
卒
塔
婆

一
点
、
木
製
蓮
弁

一
点
、
銅
留
旦
ハ付
木
片
が
採
集
さ

れ
て
い
る
。
堂
の
撤
去
の
際
、
堂
内
に
は
白
木
位
牌
、
小
形
塔
婆
、
小
仏
像
な
ど

が
五
輪
塔
基
部
を
埋
め
尽
す
ほ
ど
ま
で
堆
積
し
て
い
た
と
い
う
。

こ
れ
ら
の
白
木

位
牌
な
ど
は
年
忌
明
け
の
供
養
品
を
各
字
の
檀
家
寺
住
職

の
手

で
こ
の
骨
堂
に
搬

入
さ
れ
て
い
た
も
の
と
い
う
。

い
ま
、
こ
の
大
神
家
骨
堂
と
文
永
寺
骨
堂
を
比
較
す
る
と
、
創
建
年
代
が
文
永

寺
例
が
弘
安
六

(
一
二
八
三
)
年
、
大
神
家
例
が
永
禄
七

(
一
五
六
四
)
年
と
大
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き
く
異
る
こ
と
、
文
永
寺
の
骨
堂
が
石
造
、
大
神
家
例
は
木
造
建
築
で
あ
る
こ
と
、

建
物
規
矩
が
文
永
寺
が

一
・
六

一
メ
ー
ト
ル
×

一
・
五
メ
ー
ト
ル
と
小
規
模
、
大

神
家
例
は
二

・
四
メ
ー
ト
ル
四
方
と
や
や
規
模
大
と
い
っ
た
相
違
点
が
指
摘

で
き

る
が
、
骨
堂
と
し
て
地
下
に
蔵
骨
用
大
甕
を
据
え
つ
け
、
そ
の
上
に
五
輪
塔
を
布

置
、
全
体
も
方
形
の
小
建
築
で
包
み
こ
む
構
造
は
と
も
に
等
し
く
、
ま
た
、
建
物

の

一
面
は
扉
付
、
三
面
は
板
壁
、
石
壁
、
加
え
て
切
妻
造
と
い
う
構
造
で
も

一
致
、

二
者
の
間
は
大
同
小
異
、
本
質
は
よ
く
合
致
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

こ
の
大
神
家
骨
堂
を
管
理
す
る
大
神
家

に
関
す
る
史
料
と
し
て
は

『傅
禁
裡
御

杣
丹
波
国
山
国
庄
司
木
工
助
大
和
大
神
家
家
譜
』
が
あ
る
。
こ
の
家
譜
中

に
は
大

神
家
骨
堂
に
係
わ
る
記
述
が
あ
る
。
大
神
家
骨
堂
中
の
五
輪
塔
建
立
者

で
あ
る
学

泉

の
項
に
は

「和
州
山
角
城

二
閑
居
…
…
古
事

ヲ
尋
テ
常

二
楽
ム
、
然

ル
ニ
永
禄

七
年
甲
子
三
月
五
日
之
夜
、
我
ガ
夢
中

二
父
道
西

ノ
霊
形
出
現
而
、
父
母
之
石
塔

建
立
イ
タ
ス
ベ
キ
旨
霊
言

ス
、
依
之
則
堂
内
収
骨
之
上

二
五
輪
塔

ヲ
建
立
而
、
尚

父
母
初
メ
祖
父
林
学
並

二
曽
祖
林
観
等
之
法
名

ヲ
記
置
也
」
と
い
う
注
目
す
べ
き

記
事
が
あ
る
。
骨
堂
内
の
五
輪
塔
地
輪
の
刻
銘
と

一
致
す
る
内
容
で
あ
る
。
こ
の

記
事
に
よ
れ
ば
、
先
行
し
て
骨
堂
が
あ
り
、
永
禄
七
年
に
五
輪
塔
を
新
造
、
堂
内

の
収
骨
上
に
設
置
し
た
こ
と
と
な
り
、
以
前
堂
内
に
は
五
輪
塔
を
も
た
ぬ
こ
と
と

な
る
。
五
輪
塔
を
も
た
ぬ
骨
堂
は
さ
き
の
家
譜
で
は
、
学
泉
の
曽
祖
父
林
観
の
記

事
中
に
見
え
る
。
「干
時
永
正
十
二
亥
四
月

二
日
於
當
城
卒

ス
、
行
年
六
十
七
歳
、

則
依
遺
言
霊
山
寺

ニ
テ
火
葬

二
致

シ
、
尚
遺
骨

ハ
當
山
之
骨
堂

工
収
ル
、
旦
又
此

骨
堂

ハ
本
家
春
日
ノ
城
主
眞
弓
右
大
臣
小
野
富
人
隠
公
登
美
山
人
事
鼻
高
仙
人
之

骨
堂

ニ
テ
、
夫

ヨ
リ
以
来
、
代
々
於
當
国

二
死
去
之
分
、
皆
當
堂

工
収
骨
ス
ル
也
」

と
あ
り
、
氏
祖
、
神
亀
四
年
死
去
し
た
小
野
富
人
の
遺
骨
を
収
め
た
鼻
高
堂
が
以

後
代
々
の
遺
骨
を
収
め
る
場
と
な
り
、
林
観
の
時
代
ま
で
引
き

つ
が
れ
て
い
る
と

説
く
の
で
あ
る
。

こ
の
鼻
高
堂

へ
の
収
骨
は
林
観
-
林
学
i
道
西
ー
学
泉

へ
と

つ

づ
き
寛
永
十
八
年
死
去
し
た
長
政
ま
で
脈
々
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
神
亀
四
年
の

氏
祖
小
野
富
人
以
来
の
骨
堂
の
存
在
を
説
く
が
、
骨
堂
の
成
立
は
そ
れ
程
古
く
遡

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
恐
ら
く
小
野
氏
枝
族
大
神
氏
の
氏
墓
に
骨
堂
を
営
ん
だ
の

は
永
正
十
二
年
没
し
た
林
観
、
も
し
く
は
林
観

・
林
学

・
道
西

・
妙
徳
の
名
を
刻

む
五
輪
塔
を
建
立
し
た
学
泉
の
い
つ
れ
か
と
見
る
こ
と
が
最
適
で
あ
る
。
学
泉
が

先
祖
代
々
と
記
さ
ず
林
観
以
下
を
供
養
す
る
形
で
五
輪
塔
に
刻
記
す
る
事
情
を
勘

案
す
れ
ば
、
林
観
が
骨
堂
を
造
営
、
堂
内
に
木
製
の
塔
婆
な
ど
に
類
す
る
施
設
を

設
置
、
後
、
半
世
紀
を
経
過
、
学
泉
が
石
造
五
輪
塔
を
造
替
、
骨
堂
を
整
備
す
る

と
い
っ
た
経
緯
が
復
原
で
き
そ
う
で
あ
る
。

大
神
家
骨
堂
々
は

「代
々
當
国

ニ
テ
死
去
之
分
、
皆
當
堂

工
収
骨
致
ス
也
」
と

あ
る
よ
う
に
大
神
家
の

「家
」
の
骨
堂
と
し
て
誕
生
し
代
々
収
骨
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
判
る
。
こ
の
大
神
家

で
は
寛
永

一
八
年
死
去
し
た
長
政
は
火
葬
さ
れ
骨
堂
に

収
骨
さ
れ
石
塔
は
別
に
樹

て
ら
れ
た
が
、
寛
永
二
〇
年
死
去
し
た
そ
の
妻
綱
女
は

他
で
土
葬
、
石
塔
は
骨
堂
中

に
樹

て
ら
れ
る
。

つ
づ
く
政
道
も
正
保
二
年
死
去
す

る
が
他
に
土
葬
さ
れ
、
大
神
家
骨
堂
は
収
骨

の
事
例
が
乏
し
く
な
り
、
単
な
る
骨

堂
の
伝
承
を
も

つ
施
設
と
化
し
、
や
が
て
は
近
隣
の
白
木
位
牌
な
ど
が
収
め
ら
れ

る
施
設
と
転
化
し
て
い
く
よ
う
で
あ
る
。
文
永
寺
骨
堂
の
場
合
も

一
五
世
紀
前
半
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の
朝
鮮
通
宝
が
大
甕
内
の
最
も
新
し
い
遺
品
で
あ
り
、
以
後
の
収
骨
を
証
す
る
資

料
は
見
ら
れ
な
い
。
大
神
家
同
様
、
神

(
知
久
)
家
の
火
葬
慣
行
が
こ
の
時
期
か

ら
土
葬
に
転
じ
た
結
果
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
か
も
知
れ
な
い
。

日
本

に
見
ら
れ
る
骨
堂
に
は
大
き
く
分
類
す
れ
ば
寺
の
骨
堂
、
法
の
骨
堂
、
家

の
骨
堂

の
三
種
が
あ
る
。

寺

の
骨
堂
は
元
興
寺
極
楽
坊
、
高
野
山
金
剛
峯
寺
の
よ
う
に
死
者
往
生

の
地
ー

極
楽

に
見
た
て
ら
れ
る
堂
、
阿
弥
陀
像
や
極
楽
曼
茶
羅
、
来
迎
図
な
ど
の
施
設
を

整
え
、
納
骨

の
受
理

・
死
者
供
養
な
ど
の
機
構
な
ど
も
整
備
し
た
納
骨
寺
坊

で
あ

る
。
高
野
山
金
剛
峯
寺
骨
堂
は
こ
の
地
が
上
品
上
生
の
地
で
あ
り
、
大
師
御
記
に

「我
山
に
送
る
亡
者
の
舎
利
は
、
我
毎
日
三
密

の
加
持
力
を
も

っ
て
安
養
宝
刹
に

送
り
、
當
来
は
必
ら
ず
我
山
に
慈
尊
説
法

の
聴
衆
の
菩
薩
た
る
べ
し
」
と
あ
る
言

葉
に
従

っ
て
納
骨
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
方
六
尺
、
宝
形
作
り
の
骨
堂
は
堂
内
の
地

を
掘
る
こ
と
数
尺
、
梵
を
畳
み
た
る
工
作
厳
密
な
石
室
を
設
け
、
貴
賎
の
も
た
ら

し
来
る
遺
骨
、
遺
髪
等
を
納
め
る
が
、
こ
の
骨
堂
は
崇
徳
天
皇
皇
后
の
営
む
所
と

説
か
れ
て
い
る
。
骨
箱
を
白
布
で
包
み
頚

に
か
け
て
高
野
山
骨
堂
に
送
る
人
々
の

姿
は
多
く
記
録
さ
れ
て
い
る
。
遺
骨
の
直
接
納
骨
が
基
本
、
奥
院
に
は
セ
大
な

一

石
五
輪
供
養
塔
婆
が
納
め
ら
れ
、
広
大
な
墓
地
を
生
み
出
し
て
い
る
。
元
興
寺
極

楽
坊
は
奈
良
朝
智
光
感
得
極
楽
曼
茶
羅
を
中
心
に
極
楽
浄
土
を
体
現
す
る
堂
ー
極

楽
堂
が
誕
生
、
往
生
の
素
懐
を
果
し
た
い
と
願
う
死
者
は
火
葬
骨
の

一
片
を
木
製

納
骨
塔
婆

に
、
時
に
は
竹
筒
や
塙
に
容
れ
極
楽
堂
に
納
め
る
形
を
と
る
。
高
野
山

骨
堂
と
は
異
り
極
楽
堂
の
壁

・
柱

・
須
弥
壇
に
納
骨
塔
婆
は
配
置
さ
れ
長
く
供
養

を
う
け
る
。
地
下
に
石
室
等
の
施
設
は
な
く
堂
内
安
置
、
木
製
納
骨
塔
婆
に
よ
る

納
骨
と
い
う
意
味
で
は
高
野
山
骨
堂
と
は
趣
き
の
異
る
い
ま

一
つ
の
骨
堂
と
い
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。
会
津
八
葉
寺
、
佐
渡
蓮
華
寺
骨
堂
が
元
興
寺
極
楽
坊
と
共
通

す
る
。

法

の
骨
堂
は
南
都
西
大
寺
奥
院
墓
地
骨
堂
が
そ
の

一
例
、
興
正
菩
薩
叡
尊

の
墓

塔

の
西
方
に
設
定
さ
れ
た
墓
地
内
に
現
存
す
る
。
現
在
は
桟
瓦
葺
切
妻
、
四
壁
を

木
製
五
輪
形
塔
婆
を
重
ね
う
ち
合
せ
て
四
方
を
閉
し
、
南
壁
中
央

に
径

一
五
セ
ン

チ
の
円
孔
を
あ
け
納
骨
孔
と
し
て
い
る
。
以
前
の
骨
堂
は
本
瓦
葺
切
妻
、
平
面
二
・

二
六

メ
ー
ト
ル
四
方
、
十
台
に
め
ぐ
ら
し
た
布
大
の
隅
に
柱
を
樹

て
上
下
に
厚
い

貫
を
通
し
て
固
め
、
そ
の
間
に
薄
い
貫
を
上
下
の
貫
の
外
面
に
A
口
せ
て
わ
た
し
、

貫
間
隔
、
及
び
そ
れ
の
上
下
共
に
土
壁
と
し
て
い
る
。
外
側
は
東

・
北

・
西
面
に

七
枚
宛

の
厚
い
板
塔
婆
を
地
貫
と
腰
貫
と
に
釘
づ
け
し
、
内
側
は
格
子
を
地
貫
と

飛
貫
と
に
粗
く
列
べ
う
ち

つ
け
、
こ
れ
に
納
骨
五
輪
塔
を
釘
づ
け
す
る
形
を
と

っ

て
い
る
。
南
面
に
は
扉
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
『勅
論
慈
真
和
尚
宣
下
記
」

に
は

現
位
置
に
骨
堂
の
存
在
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
建
替
え
が
な
け
れ
ば

こ
の

骨
堂
は
嘉
暦
四

(
一
三
二
九
)
年
に
遡
ら
せ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
建
物
床
は

土
間
、
中
央
に
石
造
五
輪
塔
の
台
石
が
三
片
に
割
れ
て
い
た
が
据
ら
れ
た
ま
ま
の

姿

で
あ

っ
た
。
本
骨
堂
内
に
は
納
骨
五
輪
塔
が
う
ち

つ
け
ら
れ
た
形

で
遺
存
、
内

部

に
は
落
下
し
た
木
製
納
骨
五
輪
塔
、
竹
製
納
骨
器
、
曲
物
形
納
骨
器
、
逆
修
追

善
供
養
塔
婆
各
種
の
他
、
仏
像
、
各
種
札
、
位
牌
、
貨
幣
、
灯
明
皿
が
山
積
し
明

治
以
降

の
骨
箱

(毛

・
爪

・
歯

・
写
真

・
キ
セ
ル
を
入
れ
、
骨
を
容
れ
る
も
の
は
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少
い
)
も
多
数
み
ら
れ
た
。
叡
尊
没
後
四
十
年
を
経
ず
し
て
墓
塔

の
側

に
骨
堂
が

作
ら
れ
、
西
大
寺
の
光
明
眞
言
会
に
結
縁
し
た
人
々
の
遺
骨
等
を
納
め
て
来
た
も

の
が
、
近
世
、
西
大
寺
村
の
人
々
の
骨
堂
と
変
化
し
今
日
に
至

っ
て
い
る
と
見
て

よ
い
。
光
明
眞
言
会
と
い
う
法
に
係
る
骨
堂
が
納
骨
塔
婆
を
用
い
て
納
骨
さ
せ
壁

面
に
釘
打
ち
留
め
さ
せ
る
姿
は
元
興
寺
極
楽
坊
に
通
じ
、
五
輪
塔
を
中
央
に
据
え

る
方
形

の
小
堂
、
三
方
壁
、
正
面
扉
の
構
造
は
文
永
寺
骨
堂
、
大
神
家
骨
堂
と
共

通
す
る
と
い
え
る
。
叡
尊
を
敬
慕
し
光
明
眞
言
会
に
連
な
る
法
系

の
人
々
に
始
ま

る
寺
家

の
骨
堂
と
し
て
生
き

つ
づ
け
た
時
代
の
姿
と
村

の
人
々
の
骨
堂
と
化
し
て

生
き
た
時
代
、

こ
の
二

つ
の
姿
が
こ
の
骨
堂
に
は
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

家
の
骨
堂
は
将
来
、
そ
の
事
例
が
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
文
永
寺
骨
堂

(神
-

知
久
家
骨
堂
)
、
大
神
家
骨
堂
が
こ
の
事
例

に
挙
げ
ら
れ
る
。

家
系
を
追

っ
て
納

骨
す
る
骨
堂

で
あ
り
本
来
は
他
家
の
納
骨
を
認
め
な
い
骨
堂

で
あ
る
。
切
妻
造
小

形
方
形
建
物

で
三
面
を
壁
、

一
面

(南

・
西
面
)
を
扉
と
す
る
構
造
で
あ
り
、
石

造
五
輪
塔
を
据
え
、
下
部
に
納
骨
用
大
甕

(地
下
室
)
を
配
置
す
る
方
式
を
と
る
。

関
連
す
る
家
記
、
寺
記
も
あ
り
、
そ
の
創
立

・
発
展
の
実
際
が
辿
れ
る
ケ
ー
ス
も

多
く
注
目
さ
れ
る
。

文
永
寺
石
室

・
五
輪
塔
の
構
造
を
分
析

し
、
そ
の
性
格
が

「
骨
堂
」
で
あ
る
こ

と
を
確
め
、

日
本
の
極
め
て
古
い
の
骨
堂

と
し
て
重
視
さ
れ
る
べ
き
資
料
で
あ
る

こ
と
を
こ
こ
に
証
し
、
家
の
骨
堂
と
し
て
の
機
能
を
も

つ
こ
と
を
説
い
た
。
今
後

の
事
例

の
増
加
を
期
待
し
た
い
。

(
一
九
九
七

・
三

稿
了
)
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